
和歌山工業高等専門学校科目間連携要領 

 

令和８年１月１９日 

教務委員会制定 

 

本校の各学科における授業科目について、各学科の授業科目の教育内容を相互の関係で捉え、各々教

育目標を踏まえた教科横断的な視点でもって、その目標の達成に必要な仕組みを構築することを目的と

する。 

 

(数理ワーキング) 

第１条 数理ワーキング(以下「ワーキング」という。)は、次に掲げる者をもって組織する。 

 一 総合教育科教員のうち、数学、物理、化学の担当者 各１名 

 二 その他教務主事が必要と認める者 

 

(審議事項) 

第２条 ワーキングは、次に掲げる事項を審議する。 

 一 科目間連携に関すること。 

 二 ＣＢＴに関すること。 

 

(確認作業) 

第３条 ワーキングは、教務委員会の指示の下、本校が定めるカリキュラムマップに基づき学年配当を

している一般教養科目及び一般教養科目と関連する専門科目において、関連する単元、内容について

教務主事補と適宜確認作業を行うものとする。 

 

(方法) 

第４条 ワーキング及び教務主事補は、前条に規定する確認作業について任意様式(委員会議事要旨、メ

ール、チャットのコピー等)により担当間で相互に保管するものとする。 

 

(改善) 

第５条 ワーキングは、前々条に規定する確認作業を行った結果を、必要に応じて専門科目担当教員及

び一般教養科目担当教員に対してフィードバックし、授業の改善に資するものとする。 

 

(雑則) 

第６条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は適宜追記する。 

 

 

附 則 

この要領は、令和８年１月１９日から施行する。 


